
​足利市都市公園（迫間自然観察公園）の管理に関する基本協定書​

​足利市（以下「甲」という。）と〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、足利市公​

​の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成１７年足利市条例第６号。​

​以下「手続条例」という。)第１１条の規定に基づき、足利市都市公園（迫間自然観​

​察公園）（以下「本施設」という。）の管理について、次のとおり協定（以下「本​

​協定」という。）を締結する。​

​第１章　総則​

​（目的）​

​第１条　本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するた​

​め、必要な基本事項を定めることを目的とする。​

​（公共性の趣旨の尊重）​

​第２条　乙は、本施設の設置目的、住民サービスの向上、管理経費の縮減等の指定​

​管理者制度の意義及び管理業務の実施に当たって求められる公共性を十分理解​

​し、その趣旨を尊重するものとする。​

​（信義誠実の原則）​

​第３条　甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、本協定を誠実に履行しなければ​

​ならない。​

​（管理業務の範囲）​

​第４条　甲は、足利市都市公園条例（平成１７年足利市条例第２９号（以下「設置​

​条例」という。）第４条の規定に基づき、次に掲げる業務（以下「管理業務」と​

​いう。）を乙に行わせる。​

​(1) 本施設の維持及び管理に関する業務のうち市長が定めるもの​

​(2) 本施設の使用の許可に関すること。​

​(3)​ ​前​​２​​号​​に​​掲​​げ​​る​​も​​の​​の​​ほ​​か、​​本​​施​​設​​の​​運​​営​​に​​関​​す​​る​​業​​務​​の​​う​​ち​​市​​長​​が​​定​​め​​る​​も​

​の​

​２　管理業務の細目は、別紙「足利市都市公園（迫間自然観察公園）管理業務仕様​

​書」（以下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。​
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​（協定期間）​

​第５条　本協定の期間は、手続条例第１０条の規定による指定の期間である令和９​

​(2027)年４月１日から令和１４(2032)年３月３１日までとする。​

​（指定管理者の責務）​

​第６条　乙は、管理業務を行うに当たり、関係法令（条例及び規則を含む。）並び​

​に本協定及び年度協定を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本施​

​設を常に良好な状態に管理する義務を負うものとする。​

​２　本協定、募集要項及び申請書等（足利市指定管理者指定申請書及び事業計画書​

​等の関係書類をいう。以下この条において同じ。）の間に矛盾又は齟齬がある場​

​合は、本協定、募集要項、申請書等の順にその解釈が優先されるものとする。​

​３　前項の規定にかかわらず、申請書等において仕様書を上回る水準が提案されて​

​いる場合は、当該申請書等に示された水準によるものとする。​

​第２章　管理業務の実施​

​（業務開始の準備）​

​第７条　乙は、指定期間の開始日に先立ち、管理業務の実施に必要な資格者及び人​

​材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。​

​２　乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始日に先立ち、甲に対して本施設​

​等の視察を申し出ることができるものとする。​

​３　甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてそ​

​の申出に応じなければならない。​

​（管理業務の変更等）​

​第８条　甲又は乙は、必要と認めるときは、相手方に対する通知をもって、管理業​

​務の変更を求めることができる。​

​２　管理業務の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、甲及び乙の協​

​議において決定するものとする。​

​（第三者による実施）​

​第９条　乙は、管理業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはな​

​らない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合、管理業務の一部を第三者に​

​委託し、又は請け負わせることができる。​
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​２　前項ただし書の規定により、第三者に管理業務の一部を委託し、又は請け負わ​

​せる場合において、乙は、当該委託又は請負に係る契約書の写しその他必要な資​

​料を甲に提出しなければならない。​

​３　乙が管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、全て乙の責​

​任及び費用において行うものとし、管理業務に関して、乙が使用する当該第三者​

​の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て乙の責め​

​に帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものと​

​する。​

​（秘密の保持）​

​第１０条　乙は、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだりに第三者に知らせ、​

​又は不当な目的のために使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が​

​取り消された後においても同様とする。​

​２　乙は、その使用する者に対し、施設の管理業務に従事する期間又は従事しない​

​こととなった以後の期間においても、管理業務の実施に伴い知り得た情報をみだ​

​りに第三者に知らせ、又は不当な目的のために使用しないよう、必要な措置を講​

​じなければならない。​

​３　乙は、管理業務の一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対しても秘​

​密の保持を義務付けなければならない。​

​（個人情報の保護）​

​第１１条　乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び足​

​利市個人情報保護法施行条例（令和５年足利市条例第２号）その他関係法令、条​

​例等の規定に基づき、管理業務の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざ​

​ん、滅失、毀損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措​

​置を講じなければならない。​

​２　乙は、管理業務の遂行に当たり、個人情報の取扱いについては、別記１「個人​

​情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。​

​（情報公開）​

​第１２条　乙は、足利市情報公開条例(平成１１年足利市条例第３号)の規定に基づ​

​き、業務上作成し、又は取得した文書等（図画及び電磁的記録を含む。以下同​

​じ。）について、情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めなければな​

​ければならない。​
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​（文書の管理及び保存）​

​第１３条　乙は、管理業務の実施に当たり、作成し、又は取得した文書等について​

​は、別記２「文書管理上の留意事項」に基づき、適正に管理し、及び保存しなけ​

​ればならない。​

​（管理物件）​

​第１４条　乙が管理する施設、設備、備品、展示物及び資料等（以下「管理物件」​

​という。）は、仕様書のとおりとする。​

​２　乙は、管理物件を滅失し、又は管理物件の重要な箇所を破損したときは、速や​

​かに甲に報告しなければならない。​

​３　乙は、管理物件を管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらか​

​じめ甲の承認を得たときは、この限りでない。​

​４　乙は、管理物件を第三者に譲渡し、転貸し、又はこれらに貸借権その他の使用​

​若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。​

​（管理物件の現状変更）​

​第１５条　乙は、本施設の設置目的を損なうことなく、施設の機能、利用者の利便​

​性を向上させることを目的として、管理物件の新設、増築、改築、移設、改造そ​

​の他の現状変更をすることができる。ただし､現状変更しようとするときは、あら​

​かじめ甲の承認を受けた上で、乙が自己の費用と責任において行うものとする。​

​２　前項の場合において、乙は、当該現状変更部分について、将来にわたってその​

​権利を主張しないものとする。​

​（管理物件の修繕）​

​第１６条　管理物件の本来の効用を維持するために必要な修繕については、見積額​

​が１件につき３０万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上ものについては甲​

​の負担と責任において実施するものとし、１件３０万円（消費税及び地方消費税​

​を含む。）未満のものについては乙が自己の負担と責任において実施するものと​

​する。​

​２　前項の規定により、甲の負担と責任において実施することとなる修繕について​

​も、管理業務と一体として実施することが適当と認められる場合は、甲乙協議の​

​上、甲の負担において、乙に実施させることができる。​
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​（備品等の帰属）​

​第１７条　甲が乙に対して、指定管理料等により備品等を購入させ、又は修繕によ​

​り結果として資産を取得させることとなる場合は、その資産は甲の所有に帰属す​

​るものとする。​

​（環境への配慮）​

​第１８条　乙は、管理業務の実施に当たり、次のとおり環境への配慮に留意しなけ​

​ればならない。​

​(1)​ ​足​​利​​市​​グ​​リー​​ン​​購​​入​​調​​達​​方​​針​​（平​​成​​１​​４​​年​​７​​月​​策​​定）​​に​​基​​づ​​き、​​環​​境​​に​​配​​慮​​し​

​た商品及びサービスの購入（グリーン購入）を推進するとともに、廃棄に当​

​たっては、資源の有効活用及び適正処理を図ること。​

​(2)​ ​電​​気、​​ガ​​ス、​​ガ​​ソ​​リ​​ン​​等​​の​​エ​​ネ​​ル​​ギー​​使​​用​​量​​の​​削​​減​​に​​向​​け​​た​​取​​組​​を​​推​​進​​す​​る​​こ​

​と。​

​(3)​ ​有​​害​​化​​学​​物​​質・​​廃​​棄​​物​​等​​の​​リ​​ス​​ク​​管​​理​​を​​行​​い、​​環​​境​​及​​び​​人​​に​​影​​響​​を​​及​​ぼ​​す​​事​​故​

​を防止すること。​

​（緊急時の対応）​

​第１９条　乙は、指定期間中、管理業務の実施に関連して、事故、災害その他の緊​

​急事態が発生した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に​

​対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。​

​２　乙は、事故等が発生した場合、遅滞なく、甲にその状況の報告を行うととも​

​に、甲と協力して事故等の原因調査に当たらなければならない。​

​３　乙は、緊急事態発生時の利用者の避難、誘導、安全確保、関係機関への連絡な​

​ど必要な事項についてマニュアルを作成し、職員に周知を図り、緊急事態の発生​

​時には的確に対応しなければならない。​

​４　甲は、事故、災害その他の緊急事態が発生した場合において、本施設を避難所​

​として使用するときは、手続条例第１３条の規定に基づき、乙に必要な指示を行​

​うものとする。この場合において、甲が開設する避難所の運営に係る役割分担、​

​費用負担等については、甲乙協議の上、決定するものとする。​

​（リスク分担）​

​第２０条　管理業務に関するリスク分担については、別記３「リスク分担表」のと​

​おりとする。​

​２　前項で定める事項で、疑義がある場合又は同項で定める事項以外の不測のリス​
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​クが生じた場合は、甲乙両者で協議の上、リスク分担を決定する。​

​第３章　管理業務実施に係る確認事項​

​（事業計画書等）​

​第２１条　乙は、令和９(2027)年度から令和１３(2031)年度までの年度ごとに、あ​

​らかじめ、事業計画書、収支計画書その他の必要書類を作成し、前年度の１０月​

​末日（令和９年度については、同年４月１日）までに甲に提出するものとする。​

​この場合において、当該事業計画書には、次の事項を記載するものとする。​

​(1) 基本方針​

​(2) 事業計画​

​(3) 運営体制・組織​

​(4) その他特記事項​

​２　甲は、乙が提出した前項に規定する書類（次項において「事業計画書等」とい​

​う。）について、必要があると認められるときは、乙に対し、その内容の変更を​

​指示することができる。​

​３　乙は、甲の承認を得なければ、甲に提出した事業計画書等の内容を変更するこ​

​とができない。​

​（業務報告書）​

​第２２条　乙は、毎月終了後１０日以内に、次の事項を記載した業務報告書（第​​２​

​４​​条において「業務報告書」という。）を作成し、甲に提出しなければならな​

​い。​

​(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関すること。​

​(2) 使用料その他の収入金に係る収入の実績に関すること。​

​(3) 管理業務に係る経費の収支状況に関すること。​

​(4) その他管理の実態を把握するために必要な事項​

​（事業報告書）​

​第２３条　乙は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第244条の２第７項の規定​

​に基づき、毎年度終了後６０日以内に、次の事項を記載した事業報告書（以下​

​「事業報告書」という。）を作成し、甲に提出しなければならない。​

​(1) 管理業務の実施状況及び利用状況に関すること。​

​(2) 使用料その他の収入金に係る収入の実績に関すること。​
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​(3) 管理業務に係る経費の収支状況に関すること。​

​(4) 独自事業の実施状況に関すること。​

​(5) その他甲が指示する事項​

​２　乙は、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り​

​消された日から起算して６０日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書​

​を甲に提出しなければならない。​

​（業務実施状況の確認）​

​第２４条　甲は、乙が提出した業務報告書及び事業報告書に基づき、乙が行う管理​

​業務の実施状況及び管理経費等の収支状況等の確認を行うものとする。​

​２　甲は、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理物件​

​へ立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して、管理業務の実施状況及び管​

​理業務に係る管理経費等の収支状況等について、説明を求めることができる。​

​３　乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除き、そ​

​の申出に応じなければならない。​

​（業務の改善勧告）​

​第２５条　前条の規定による確認の結果、乙による管理業務の実施が、仕様書等、​

​甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は、乙に対して業務の改善を勧告す​

​るものとする。​

​２　乙は、改善勧告（前項に規定する勧告をいう。以下同じ。）を受けた場合は、​

​直ちにそれに応じなければならない。​

​３　甲は、乙が改善勧告を受けた後、期間等の理由から管理業務の一部を実施でき​

​なかった場合、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免​

​がれた費用分を、指定管理料から減額することができるものとする。​

​（施設利用者アンケート等の実施）​

​第２６条　乙は、施設利用者の利便性の向上等の観点から、アンケート等により、​

​施設利用者の意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善の状況について甲に​

​報告するものとする。​

​（自己評価制度）​

​第２７条　乙は、施設の効果的・効率的な管理及びサービスの向上の観点から、管​

​理業務について、毎年度自己評価を行い、その結果を事業報告書とともに甲に提​
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​出しなければならない。​

​第４章　指定管理料及び利用料金等​

​（指定管理料の支払）​

​第２８条　甲は、管理業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。​

​２　甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については、別途締結する年度協定に​

​定めるものとする。​

​３　指定管理料の支払は、年度ごとに甲乙協議の上作成する支払計画に従い、乙の​

​請求に基づき、甲が支払うものとする。​

​４　甲は、乙の正当な請求があった日から起算して、３０日以内に指定管理料を支​

​払うものとする。​

​（指定管理料の変更）​

​第２９条　甲及び乙は、指定期間中に賃金水準又は物価水準の変動により当初合意​

​された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により​

​指定管理料の変更を申し出ることができる。​

​２　甲及び乙は、前項の規定による申出を受けた場合は、協議に応じなければなら​

​ない。​

​３　指定管理料の変更の要否、変更金額等については、前項の協議により決定す​

​る。​

​（指定管理料の精算）​

​第３０条　指定管理料は、当該年度における管理業務に要した経費及び利用料金そ​

​の他の収入に増減があっても、原則として増額又は減額しないものとする。ただ​

​し、修繕費又は事業計画に予定した事業が行えなかったこと等により剰余金が生​

​じた場合は、年度精算により返還するものとする。​

​（利用料金収入の取扱い）​

​第３１条　乙は、設置条例第１４条の規定により、本施設に係る利用料金を乙の収​

​入として、収受することができる。​

​（利用料金の決定等）​

​第３２条　乙は、設置条例に規定する利用料金の範囲内において、利用料金を定め​
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​るものとする。ただし、その決定及び改定については、事前に甲の承諾を受けな​

​ければならない。​

​２　乙が新たに利用料金の減免について定める場合は、甲との協議を経なければな​

​らない。​

​（区分経理等）​

​第３３条　乙は、管理業務に係る収入及び支出について、乙の他の口座とは別の口​

​座で管理し、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区​

​分して整理しなければならない。​

​２　管理業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。​

​３　管理業務に係る会計書類は、各会計年度の終了後、５年間保存しなければなら​

​ない。​

​第５章　損害賠償及び不可抗力​

​（甲の損害賠償義務）​

​第３４条　甲は、その責めに帰すべき事由による本協定上の義務の不履行により乙​

​に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。​

​（乙の損害賠償義務）​

​第３５条　乙は、本協定上の義務の不履行により甲に損害を与えたときは、その損​

​害を賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、​

​甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。​

​２　乙は、故意又は過失により施設等を損傷し又は滅失したときは、それによって​

​生じた損害を甲に賠償しなければならない。​

​（第三者への賠償）​

​第３６条　管理業務の実施において、乙に帰すべき事由により、第三者に損害が生​

​じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責​

​めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、​

​その限りでない。​

​２　甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害において第三者に対して賠​

​償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求​

​償することができるものとする。​
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​（保険の付保）​

​第３７条　管理業務の実施に当たり、甲が付保しなければならない保険は、次のと​

​おりとする。​

​(1) 建物総合損害保険​

​(2) 市民総合賠償補償保険​

​２　乙は、管理業務の実施に当たり、第三者賠償保険及び指定管理者の業務上の瑕​

​疵により生ずる損害賠償に対応できるような適切な保険に加入するものとする。​

​３　乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証書その他その内容を証す​

​る書面を速やかに甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場​

​合も同様とする。​

​（不可抗力発生時の対応）​

​第３８条　不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動、感染症​

​のまん延その他の甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人​

​為的な現象。以下単に「不可抗力」という。）が発生した場合、乙は、不可抗力​

​の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損​

​害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。​

​（不可抗力によって発生した費用等の負担）​

​第３９条　不可抗力の発生に起因して、損害の復旧に要する費用が発生した場合、​

​乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって、甲に通知するものとす​

​る。​

​２　甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で、乙と協議​

​を行い、不可抗力の判定を決定するものとする。​

​３　不可抗力の発生に起因して、乙に損害が発生した場合（営業損失を除く）、当​

​該費用については、合理性の認められる範囲で、甲が負担するものとする。ただ​

​し、乙が付保した保険により、補填された金額については、甲の負担に含まない​

​ものとする。​

​４　不可抗力の発生に起因して、甲に損害が発生した場合、当該費用については、​

​甲が負担するものとする。​

​（不可抗力による業務実施の一部免除）​

​第４０条　前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により、管理業務の一​
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​部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力による影響の限度に​

​おいて、本協定に定める義務を免れるものとする。​

​２　乙が不可抗力により、管理業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との​

​協議の上、乙が当該管理業務を実施できなかったことにより免れた費用分を、指​

​定管理料から減額することができるものとする。​

​（管理業務の継続が困難となった場合の措置等）​

​第４１条　乙は、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合​

​には、直ちにその旨を甲に申し出なければならない。​

​２　甲は、乙の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合又​

​はそのおそれが生じた場合には、乙に対し、必要な指示を行い、又は改善勧告を​

​行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。​

​３　甲及び乙は、不可抗力その他甲又は乙の責めに帰することができない事由によ​

​り、管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、管理​

​業務の継続の可否について協議するものとする。​

​第６章　指定期間の満了​

​（業務の引継ぎ等）​

​第４２条　乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定する者に対し管理業務の引​

​継ぎ等を行わなければならない。​

​２　甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して、甲又は甲​

​が指定する者による本施設の視察を申し出ることができるものとする。​

​３　乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてそ​

​の申出に応じなければならない。​

​（原状回復の義務）​

​第４３条　乙は、その指定期間が満了したとき又は第４５条の規定により指定を取​

​り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ぜられたと​

​きは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に回復​

​しなければならない。​

​２　前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は本施設の原状回復を行わ​

​ずに、別途甲が定める状態において、引き渡すことができるものとする。​
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​（備品等の引継ぎ）​

​第４４条　本協定の終了に際し、乙は、甲又は甲が指定するものに対して備品等を​

​引き継がなければならない。​

​第７章　指定期間満了以前の指定の取消し​

​（指定の取消し）​

​第４５条　甲は、乙が手続条例第１４条第１項第１号から第３号まで又は次の各号​

​のいずれかに該当したときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務​

​の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。​

​(1) 法人その他の団体が倒産（解散）したとき。​

​(2)​ ​財​​務​​状​​況​​が​​著​​し​​く​​悪​​化​​し、​​指​​定​​に​​基​​づ​​く​​管​​理​​の​​継​​続​​が​​困​​難​​で​​あ​​る​​と​​認​​め​​ら​​れ​​る​

​とき。​

​(3) 本協定の事項に関して重大な違反をしたと認められるとき。​

​(4) 地方自治法の規定による監査を拒否し、又は妨害したと認められるとき。​

​(5)​ ​個​​人​​情​​報​​の​​保​​護​​に​​関​​す​​る​​取​​扱​​い​​に​​関​​し​​て、​​重​​大​​な​​欠​​陥​​が​​あ​​る​​と​​認​​め​​ら​​れ​​る​​と​

​き。​

​(6) 関係法令、条例又は規則に関して重大な違反をしたと認められるとき。​

​(7)​ ​乙​​が、​​申​​請​​に​​際​​し​​て​​虚​​偽​​の​​記​​載​​を​​し、​​若​​し​​く​​は​​申​​し​​立​​て​​た​​と​​認​​め​​ら​​れ​​る​​と​​き​​又​

​は組織的な違法行為を行った場合等、管理業務を行わせておくことが社会通念​

​上著しく不当と判断されるとき。​

​(8) その他乙に管理業務を行わせることが、適当でないと認められるとき。​

​（乙による指定の取消しの申出）​

​第４６条　乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを​

​申し出ることができるものとする。​

​(1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。​

​(2) 甲が任意に指定の取消しを行ったとき。​

​(3) 甲の責めに帰すべき事由により、乙が損害を被ったとき。​

​(4) その他乙が必要と認めるとき。​

​２　甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものと​

​する。​

​（不可抗力による指定の取消し）​
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​第４７条　甲又は乙は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判断し​

​た場合は、相手方に対して指定の取消しについての協議を求めることができるも​

​のとする。​

​２　協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものと​

​する。​

​３　前項の規定による取消しにより乙に発生する損害の負担は、甲と乙の協議によ​

​り決定するものとする。​

​（指定管理料の返還）​

​第４８条　乙は、第４５条から前条までの規定により指定を取り消されたとき又は​

​期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求​

​により指定管理料の全部又は一部を返還しなければならない。​

​（指定期間終了時の取扱い）​

​第４９条　第４２条から第４４条までの規定は、第４５条から第４７条までの規定​

​により、本協定が終了した場合について準用する。ただし、甲と乙が合意した場​

​合は、この限りでない。​

​第８章　その他​

​（権利及び義務の譲渡の禁止）​

​第５０条　乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継​

​させてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、この限りでない。​

​（重要事項の変更の届出）​

​第５１条　乙は、定款、事務所の所在地、代表者の変更等を行ったときは、遅滞な​

​く、変更したことを証する書類を添付の上、甲に届け出なければならない。​

​（年度別の協定）​

​第５２条　年度別の管理業務の内容及びこれに係る指定管理料等の必要な事項につ​

​いては、毎年度締結する年度協定において定めるものとする。​

​（協定の変更）​

​第５３条　管理業務に関し、その前提条件若しくは内容を変更したとき、又は特別​
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​な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定を変更することができるもの​

​とする。​

​（請求、通知等）​

​第５４条　本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、特​

​別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。​

​（疑義についての協議）​

​第５５条　本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に定め​

​のない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。​

​本協定を証するため、本書を２通作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各１通​

​を保有する。​

​令和８(2026)年１２月　　日​

​甲​ ​所在地​ ​足利市本城三丁目２１４５番地​

​名称​ ​足利市​

​代表者​ ​市長　　早　川　尚　秀　　　　㊞​

​乙​ ​所在地​

​名称​

​代表者​ ​　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞​
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​別記１​

​個人情報取扱特記事項​

​乙が、管理業務を通じて取得する個人に関する情報（以下「個人情報」とい​

​う。）の取扱いについては、この特記事項によらなければならない。​

​第１　基本的事項​

​乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、管理業務の実施に当たっては、個人​

​の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければ​

​ならない。​

​第２　秘密の保持​

​１　乙は、管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならな​

​い。当該指定の期間が満了したとき又は本協定第４５条から第４７条までの規​

​定により指定を取り消され、若しくは本協定第４５条の規定により期間を定め​

​て管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた後においても、同様とす​

​る。​

​２　乙は、管理業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても管​

​理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に​

​使用してはならないこと等、個人情報の保護に必要な事項を周知させ、その遵​

​守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。​

​第３　収集の制限​

​乙は、管理業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成す​

​るために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。​

​第４　目的外利用及び提供の禁止​

​乙は、管理業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し、又は第三者に提​

​供してはならない。​

​第５　適正管理​

​乙は、管理業務に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止をする​

​ため、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。​

​第６　複写及び複製の禁止​
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​別記１​

​乙は、管理業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資​

​料等を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。​

​第７　再委託等の禁止​

​１　乙は、個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱を委​

​託してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りで​

​ない。​

​２　乙は、甲の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合に​

​は、甲が乙に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第​

​三者に求めるものとする。​

​第８　資料等の返還​

​乙は、当該指定の期間が満了したとき又は本協定第４５条から第４７条までの​

​規定により指定を取り消され、若しくは本協定第４５条の規定により期間を定め​

​て管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理業務を処理する​

​ために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等（当該資料等を複写し、​

​又は複製したものを含む。）を直ちに甲に返還しなければならない。ただし、甲​

​が別に指示したときは、その指示した方法によるものとする。​

​第９　資料等の廃棄等​

​１　乙は、当該指定期間が満了したとき、又は本協定第４５条から第４７条まで​

​の規定により指定を取り消され、若しくは本協定第４５条の規定により期間を​

​定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、甲の指示に従​

​い、管理業務に関して知り得た個人情報が記録された資料等を焼却、シュレッ​

​ダー等による裁断、消去等当該個人情報が第三者の利用に供されることのない​

​方法により、速やかに廃棄し、若しくは甲又は甲の指示するものに引き渡すも​

​のとする。​

​２　前項の場合において、乙が正当な理由がなく指定された期間内に個人情報等​

​を廃棄せず又は引渡ししないときは、甲は、乙に代わって当該個人情報等を廃​

​棄し、又は回収することができる。この場合において、乙は、甲の廃棄又は回​

​収について異議を申し出ることができず、また、甲の廃棄又は回収に要した費​

​用を負担しなければならない。​

​第１０　苦情処理​
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​別記１​

​１　乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければ​

​ならない。​

​２　乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、適宜、処理経過​

​を報告しなければならない。​

​第１１　事故発生時における報告​

​乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ又は生じるおそれのあ​

​ることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならな​

​い。​

​第１２　調査​

​甲は、乙が管理業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況につ​

​いて、随時に調査することができる。​

​第１３　指示​

​甲は、乙が管理業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その​

​取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができ​

​る。​

​第１４　損害賠償​

​甲は、乙が特記事項に違反したことにより、甲に損害が発生したと認めるとき​

​は、損害賠償の請求をすることができるものとする。​
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​別記２​

​文書管理上の留意事項​

​第１　基本的事項​

​乙は、管理業務に従事している者が、文書等を取り扱う際には、適正かつ円滑​

​に処理し、散逸、汚損等のないようにするとともに、常にその所在及び処理の過​

​程を明らかにしておくよう必要な措置を講じなければならない。​

​第２　文書等の管理基準等​

​乙は、文書等を適正に管理するため、甲と協議の上、文書の管理及び整理など​

​に関して、当該業務の性質、内容等に基づく文書基準を定めなければならない。​

​第３　文書等の保存期間​

​処理が完結した文書等（以下「完結文書」という。）の保存年限は、足利市文​

​書取扱規程（昭和３７年庁達第１号）別表第２に準じて定めるものとする。​

​第４　文書等の廃棄の手続​

​乙は、甲の承認を得た上で、保存年限が到来した完結文書を廃棄するものとす​

​る。なお、完結文書の廃棄は、文書の内容、媒体に応じて、適正かつ確実な方法​

​により行うものとする。​

​第５　文書等の引継ぎ​

​乙は、当該指定期間の満了後又は本協定第４５条から第４７条までの規定によ​

​り、指定が取り消された後、遅滞なく、保存年限が到来していない完結文書又は​

​甲の指示したものを甲又は甲の指定する者に引き継がなければならない。​
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​別記３​

​リスク分担表​

​種類​ ​内容​

​負担者​

​市​
​指　定​

​管理者​

​物価等の変動​ ​人件費、物件費等の物価変動に伴う経費の増​ ​〇​ ​○​

​金利変動​ ​金利の変動に伴う経費の増​ ​○​

​需要の変動​
​利用者の減少、需要見込みの誤りその他の事由​

​による利用料金収入の減​
​○​

​周辺地域・住民及​

​び施設利用者への​

​対応​

​本施設の周辺地域との協調、本施設の管理業務​

​内容に対する住民及び施設利用者からの苦情・​

​要望等への対応​

​○​

​法令の変更​

​本施設の管理、運営にのみ影響を及ぼす法令変​

​更​
​○​

​上記以外​ ​○​

​税制の変更​

​本施設の管理、運営にのみ影響を及ぼす法令変​

​更​
​○​

​消費税の増加、減少、廃止等に伴う委託料の増​

​加・減少​
​○​

​上記以外​ ​○​

​政治、行政的理由​

​による事業変更​

​政治、行政的理由から、管理業務の継続に支障​

​が生じた場合又は業務内容の変更を余儀なくさ​

​れた場合の経費及びその後の維持管理経費にお​

​ける当該事情による増加経費負担​

​○​

​不可抗力​

​不可抗力に伴う、管理物件の修復による経費の​

​増加及び事業の不履行​
​○​

​不可抗力による業務の変更、中止、延期​ ​○​

​運営リスク​

​管理物件の不備又は施設管理上の瑕疵及び火災​

​等の事故による臨時休館等に伴う運営リスク​
​○​

​改修、修繕、保守点検等による施設の一部の利​

​用停止​ ​○​

​書類の誤り​
​仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの​ ​○​
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​別記３​

​事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤り​

​によるもの​
​○​

​資金調達等​ ​運営上必要な初期投資、運営資金の確保​ ​○​

​管理物件（施設、​

​設備、備品、展示​

​物、資料等）の損​

​傷、修繕​

​管理者としての注意義務を怠ったことによるも​

​の​
​○​

​経年劣化等​
​１件当たり３０万円未満​ ​○​

​１件当たり３０万円以上​ ​○​

​資産価値の向上又は耐用年数の延長を目的とし​

​た大規模修繕​
​〇​

​第三者への賠償​

​管理者としての注意を怠ったことにより第三者​

​に損害を与えた場合​
​○​

​上記以外の理由により第三者に損害を与えた場​

​合​
​○​

​安全性の確保、環​

​境との保全​

​維持管理、運営における安全性の確保及び周辺​

​環境の保全​
​○​

​セキュリティ​ ​警備不備による犯罪発生​ ​○​

​個人情報の漏えい​ ​○​

​事業終了時の費用​
​管理業務の期間が終了した場合又は期間中途に​

​おける業務を廃止した場合の事業者の撤収費用​
​○​
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​指定管理者が契約すべき保険​

​　本施設の管理に当たっては、利用者に対する損害賠償の観点から、現在、本市​

​は、全国市長会「市民総合賠償補償保険」等に加入しており、指定管理者も対象と​

​なるが、当該保険の対象外となる独自事業などを実施する指定管理者においては、​

​次の内容と同等の補償内容の傷害保険に加入するものとする。​

​◇（参考）令和７（2025）年度　全国市長会「市民総合賠償補償保険」の補償内容​

​　　本市の加入契約類型：５型②Ｄ型（５口）個人情報漏えい特約​

​種　　類​ ​保険金額​ ​対象範囲​

​賠償責任保険​

​身体賠償​

​１名につき　​ ​１億円​
​・市が所有、使用、管理​

​する施設の瑕疵や市の行​

​う業務遂行上の過失に起​

​因する事故について、市​

​に法律上の賠償責任が生​

​じることによって被る被​

​害に対して、保険金を支​

​払う保険​

​１事故につき​ ​１０億円​

​財物賠償​ ​１事故につき​ ​２千万円​

​個人情報漏え​

​い特約​

​損害賠償​
​年間支払限度​

​額​
​２億円​

​・市の業務遂行に関して​

​個人情報が漏えいしたこ​

​と、または恐れがあるこ​

​とに起因して賠償責任を​

​負担することで被る損害​

​に対して、費用を支払う​

​保険​

​対応費用​

​１事故支払い​

​限度額​

​1,000万​

​円​

​年間支払い限​

​度額​

​3,000万​

​円​

​補償保険​

​死亡​ ​５００万円​ ​・①市主催の行事に参加​

​中、②団体又は住民個人​

​が、市管理下で市から依​

​頼を受けた住民に対する​

​ボランティア活動中、急​

​後遺障害​ ​４％​​～​​１００％​

​入院補償​
​入院日数に応じ​

​　１万円​​～​​１５万円​
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​激かつ偶然な外来の事故​

​により被災した住民に対​

​して、市の法律上の賠償​

​責任の有無にかかわら​

​ず、市が支払う補償金​

​（見舞金）に対して、保​

​険金を支払う保険​

​通院補償​

​通院日数に応じ​

​　５千円​​～​​６万円​
​（通院日数１​​～​​５日は５​
​千円）​
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